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１０月３日(金)、茨城県三の丸庁舎会議室において茨城県生活衛生同業組合の代表者、

茨城県保健医療部生活衛生課伊藤主査、潮来保健所桑原監視指導課長、竜ケ崎保健所中尾

監視指導課長、日本政策金融公庫福岡水戸支店長らの出席のもと、「令和７年度第１回衛生

水準の確保・向上事業推進会議」を開催しまし

た。 

全国生活衛生同業組合中央会、連合会及び都

道府県生活衛生同業組合では、平成２６年より

毎年 11月を「生活衛生同業組合活動推進月間」

とし、生衛組合の活動意義及び地域で果たして

いる役割の再確認、組合活動の基盤強化並びに

当該推進月間の周知・広報及び活性化の推進を図る取組を重点的に展開しています。 

当生衛センターでも推進月間の共催団体として、生衛組合の活動を支援し、衛生水準の

確保・向上を目的とした事業を推進しており、本会議では県生衛センター及び各生衛組合

から令和７年度の事業実施に関する行動計画について説明、提案をしていただき、審議の

結果、計画が承認されました。 

これにより、県生衛センター及び各生衛組合では、承認された行動計画に基づいた事業

を進めていき、令和７年２月に予定している第２回推進会議において、事業の実施報告と

評価を行うこととしています。 

また、会議の終わりには全国生活衛生営業指導センターの石井研究員より「生活衛生同

業組合の役割」について説明がありました。 

衛生水準の確保・向上事業推進会議を開催しました 

 

 



 

 令和７年１０月２８日(火)に茨城県三の丸庁舎会議室において、消費者代表者と生活衛

生事業者(生衛業者)との懇談会を開催しました。 

 この懇談会は、生衛業者が消費者からの生の声を直

接聞くことで、そのニーズを把握するとともに、消費

者により安全・安心な商品とサービスを提供するな

ど、更なるサービスの向上を図ることを目的として業

種毎に毎年開催しています。 

 本年度は「理容業」について意見を伺うこととし、消費者を代表して茨城県女性団体連

絡会と常磐大学から７名の方においでいただき、理容業者からは「茨城県理容生活衛生同

業組合」７名出席し、「サービス」、「接客」、「料金」、「衛生」、「その他」のテーマに沿って

活発な意見交換が行われました。 

 消費者代表の皆さんからは、理容店に対する率直な印象や疑問点を聞くことができ、理

容業者側からも理容業界の実情を丁寧に説明し、疑問点

に対しても真摯に回答され、とても中身の濃い意見交換

会を行うことができました。 

 こうした意見交換会を通じて、理容業をはじめとした

生活衛生業全体がお客様のニーズに合った、地域の皆様

に愛される店舗となることを期待しています。 

 

 

消費者懇談会を開催しました 

 

 

 

 

 



 クリーニング業務従事者講習会は、クリーニング業法により義務づけられている研修制

度です。 

営業者は、クリーニング所を開設してから 1年以内に従事者数の 5分の 1以上（端数を

生じた場合は切り上げ）の者を選んで受講させ、その後は、3年に 1回の割合で、同様の

方法で選んだ者に対し受講させることが義務づけられています。 

令和７年度のクリーニング業務従事者講習会を次のとおり実施いたします。 

受講を希望される方は、茨城県生活衛生営業指導センター（TEL029-225-6603）までご連

絡ください。なお、本年度受講対象となっているクリーニング所を営業されている方には

個別にご案内いたします。 

１ 日時及び会場 

開催年月日 会場名 

令和７年１１月１８日（火） 霞ケ浦環境科学センター（土浦市） 

令和７年１２月 ２日（火） 健康プラザ（水戸市） 

※いずれも午後１時～４時３０分の予定です。 

２  研修科目 

   （１）洗濯物の受取保管及び引渡し 

   （２）洗濯物の処理 

   （３）繊維及び繊維製品 

   （４）衛生法規及び公衆衛生 

３ 対象者 

   クリーニング所(取次所を含む)の業務に従事する方で営業者が選定した方 

・営業者は、クリーニング所の開設後 1年以内に、当該クリーニング所のクリーニング業務に関

する衛生管理を行うものとして、その従事者の中からその従事者の数に 5分の 1を乗じて得た

数(その数が１に満たないときは 1とし、その数が 1に満たない端数を生じたときはその端数

を 1として計算する。)の者を受講させる。 

・前記講習を受講させた営業者は、3年を超えない期間ごとに前期と同様の方法で選んだ者を受

講させる。 

４ 申込方法 

本年度受講該当営業所には個別にご案内しますので、各会場の開催日 10日前までに

当センターへ郵送またはＦＡＸにてお申込みください。 

申込先:茨城県生活衛生営業指導センター 

        〒310-0011 水戸市三の丸１－５―３８ 茨城県三の丸庁舎 

           TEL ０２９－２２５－６６０３ 

           FAX ０２９－２２５－６６３８ 

５ 受講料 ４，５００円（当日会場に持参してください。） 

※ 受講を修了した方に対しては、所定の修了証書を交付するとともに、管轄の保健所に受

講済みの報告をします。 

令和７年度クリーニング業務従事者講習会を実施します 

 

 



 令和７年９月１８日(木)にトモス水戸３階セミナーホールにおいて、日本政策金融公庫

主催による標記セミナーが開催され、２２名の参加がありました。 

講師は株式会社はぴっく代表取締役の眞喜屋実行氏です。 

眞喜屋氏は置くだけで効果の出る販促グッズの専門家で、飲食

店や美容室などの実店舗を中心に販売促進のサポートを行ってお

り、低予算ですぐ実践できる販促テクニックに定評がある方で

す。 

講演の中で眞喜屋氏は、「ちょっとしたひと手間で、固定ファン

を増やすことができる。」とし、様々な実例を挙げてその仕掛けや

テクニックを披露されていました。 

講演後には、当生活衛生営業指導センターの萩原経営相談室長

からセンターの成り立ち、事業内容などをセミナーの出席者に説明させていただきまし

た。 

【理容組合】 
～鉾田でヘアショー～ 

茨城県理容生活衛生同業組合鉾田支部では、去る１０月１３日（月・祝）に鉾田市の

鹿島灘海浜公園において『BARBAR rise SHINE』を開催しました。 

 開催は７年ぶりとなり、告知の仕方も新聞折込から SNSに切り替えました。 

 多くの方にご来場いただき、ヘアショーを通して理容師の

技術の高さを披露することができました。 

 今回は企画・構成を若い理容師が行ない、理容業界のみな

らず、ネイリストやセラピストなど他業種にも出店していた

だき、時代に沿ったイベントとなりました。 

 理容師の数が減っている現状ですが、他業種とコラボした

新しいサロン形態が生まれるヒントとなれば幸いです。             

（鉾田支部長 小野瀬文隆）  

 

   

 

お金をかけずに売上アップ！ 
～置くだけで効果がでるアナログ販促のしかけ７～ 

をテーマにしたセミナーが開催されました 

 

講師の眞喜屋実行氏 

 

 

 

 

 

 

生衛組合だより 

 



 当生衛センターでは、生衛業者の経営、融資、衛生管理等に関する相談に対して助言等

を行う地区生衛相談室を次のとおり開設しています。 

 お気軽にご相談ください。 

 なお、相談は事前予約制とさせていただいておりますので、まずは日本政策金融公庫土

浦支店または茨城県生活衛生営業指導センターまでお問合せください。 

 

【開設場所】 日本政策金融公庫 土浦支店 

 

【日  時】 原則 毎月第二火曜日 １０：００～１５：００ 

 

 

お問合せ先 

○日本政策金融公庫土浦支店 

                      TEL ０２９－８２２－４１４１ 

○茨城県生活衛生営業指導センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区生衛相談室のご案内 



 

 



 
 



 


